
1982年出上の木簡

奈
良
・
平
城
宮

・
京
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
市
佐
紀
町

。
法
華
寺
町

。
東
九
条
町

・
大
宮
町

。
二

条
大
路
南
町

２
　
調
査
期
間
　
　
内
裏
北
外
郭
東
北
部
　
一
九
八
二
年

（昭
和
５７
と
二
月
１
七

月
、
推
定
第

一
次
朝
堂
院
地
区
　
一
九
八
二
年
八
月
ｉ
八

三
年

一
月
、
法
華
寺
西
南
部
　
一
九
八
二
年
四
月
、
平
城

京
東
市
東
堀
河
　
一
九
八
二
年

一
〇
月
、
左
京
三
条
三
坊

七
好
　
一
九
八
二
年

一
二
月
、
左
京
三
条
二
坊
七
坪
　
一

九
八
三
年
三
月
、
平
城
宮
南
面
大
垣
　
一
九
八
二
年
七
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
岡
田
英
男

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
殿

・
官
衝
跡
、
都
城
跡
、
寺
院
跡

６
　
迫退
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
を
平
安
時
代
初
期

７
　
迫退
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一　
内
一異
北
外
郭
東
北
郡

（第
一
三
九
次
調
査
）

平
城
官
第

一
三
九
次
調
査
は
内
一異
外
郭
内
の
東
北
隅
及
び
内
一異
外
郭
外
の
東

北
部
分
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
。
検
出
し
た
遺
構
は
掘
立
柱
建
物
八
棟

・
築

地
二
条

・
掘
立
柱
塀
三
条

・
溝

一
三
条

・
土
羨

一
〇
基
な
ど
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
築
地
に
閣
ま
れ
た
内
裏
北
外
郭
の
東
北
隅
を
確
認
す

る
と
と
も
に
、
内
裏
北
外
郭
外
の
東
北
部
に
お
い
て
は
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い

た
南
北
大
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
の
他
に
こ
れ
に
接
続
す
る
東
西
溝
Ｓ
Ｄ

一
〇
五
五

〇
を
検
出
し
、
こ
の
地
区
の
区
画
割
り
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

木
簡
の
出
土
は
合
計
二
五
八
点
で
あ
り
、
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
か
ら

一
九
四
点
、

Ｓ
Ｄ

一
〇
五
五
〇
か
ら
六
四
点
、
そ
れ
に
時
代
の
下
る
南
北
溝
Ｓ
Ｄ

一
〇
五
四

五
か
ら

一
点
出
上
し
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
は
第
二

一
次
調
査

。
第

一
二
九
次
調
査
な
ど
で
も
確
認
さ
れ

て
い
た
内
一暴
東
方
を
南
流
す
る
基
幹
排
水
路
で
あ
り
、
今
回
は
約
九
〇
ｍ
に
わ

た
っ
て
発
掘
し
た
。
上
幅
二

・
Ｏ
ｍ
。
底
幅
○

。
九
ｍ
、
深
さ

一
。
四
ｍ
の
規

模
で
、
人
頭
大
の
玉
石
を
六
ｉ
七
段
積
ん
で
護
岸
と
し
た
石
組
溝
で
あ
る
。
溝

の
堆
積
層
は
石
組
の
底
か
ら
五
層
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
最
下
層
か
ら
養
老
七
年

１
天
平
四
年
、
下
か
ら
二
層
め
に
神
亀
三
年
１
天
平
九
年
、
四
層
め
に
天
平
宝

字
四
年
１
六
年
の
紀
年
の
あ
る
木
簡
が
出
上
し
、
さ
ら
に
最
上
層
か
ら
は

「
天

応
」
の
銘
を
も
つ
墨
書
土
器
が
出
上
し
た
。
し
た
が

っ
て
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
は
奈

良
時
代
を
通
じ
て
順
次
埋
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う

『
平
城
宮
木
簡
二
』
の
知
見

が
こ
こ
で
も
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

今
回
新
た
に
検
出
さ
れ
た
Ｓ
Ｄ

一
〇
五
五
〇
は
、
調
査
区
の
北
端
で
Ｓ
Ｄ
二

七
〇
〇
の
東
に
つ
ら
な
る
東
西
溝
で
、
上
幅
二

・
七
ｍ
、
底
幅

一
・
Ｏ
ｍ
、
深

さ

一
・
七
ｍ
の
素
掘
り
の
溝
で
あ
る
。
堆
積
は
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
と
ほ
ば
同
じ
で

あ
り
、
下
層
の
二
層
か
ら
天
平
元
年

。
天
平
六
年
の
紀
年
の
あ
る
木
筒
が
、
最

上
層
か
ら

「
天
応
元
年
」
の
墨
書
土
器
が
出
上
し
た
。
木
簡
は
こ
の
Ｓ
Ｄ

一
〇



五
五
〇
と
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
と
の
交
点
付
近
に
多
く
、
ま
た
出
土
遺
物

・
木
筒
と

も
に
両
溝
の
間
に
相
違
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。

木
筒
に
伴
出
し
た
遺
物
と
し
て
は
、
大
量
の
上
器
の
他
に
鳳
凰
文
の
鬼
瓦

・

木
彫
面

。
○
の
陰
刻
の
あ
る
木
印

・
銭
貨

。
帯
金
具

・
金
釦
製
飾
鋲

・
金
釦
製

垂
飾
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
中
で
も
土
器
に
は
一
三
〇
点
余
り
の
墨
書
土
器
が

含
ま
れ
て
お
り
、
「大
膳
」

「
内
薬
□
」

「
官
」
「
人
給
所
」
許
噸
師
配
」
な
ど
官

司
関
係
の
も
の
、
「
天
応
元
年
」
と
い
っ
た
年
紀
、
「
烏
膏
」
「
酒
」
「菓
」
な
ど

の
物
品
名
、
そ
の
他

「供
養
」
「
上
番
」
「真
勝
」
と
い
っ
た
銘
が
認
め
ら
れ
る
。

一
一　
推
定
第

一
次
朝
堂
院
地
区

（第

一
四
〇
次
調
査
）

推
定
第

一
次
朝
堂
院
地
区
の
発
掘
調
査
は
東
半
部
に
於
い
て
一
九
六
七
年
度

以
降
第
四

一
・
七
七

・
九
七

・
一
〇
二

。
一
一
一
。
一
一
九

。
一
三
六
次
と
総

計
七
次
に
渉
り
継
続
的
に
進
め
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
っ
て
推
定
第

一
次
朝
堂
院

（以
下
第

一
次
朝
堂
院
と
略
称
す
る
）
の
規
模
や
北
面

。
南
面

。
東
面

の
様
相
が
粥
ら
か
に
な
っ
た
。
今
回
の
調
査
は
、
第

一
次
朝
堂
院
地
区
東
半
部

の
最
終
調
査
と
し
て
、
第

一
一
一
。
一
三
六
次
両
調
査
区
に
換
ま
れ
る
位
置
で
、

東
第
二
堂
の
規
模
及
び
そ
の
南
方
の
状
況
、
第

一
次
と
第
二
次
の
朝
堂
院
に
換

ま
れ
る
地
区
の
様
相
等
を
解
明
す
る
目
的
で
実
施
し
た
。

検
出
さ
れ
た
遺
構
は
Ａ
を
Ｆ
期
の
六
期
に
大
別
で
き
、
Ｄ
期
は
更
に
Ｄ．
ぞ
Ｄ４

の
四
小
期
に
細
分
さ
れ
る
。

Ａ
期
は
平
城
宮
造
営
以
前
で
、
下

っ
道
東
側
溝
等
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
地

区
で
造
営
が
開
始
さ
れ
る
の
は
Ｂ
期
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
未
だ
第

一
次

朝
堂
院
を
画
す
る
施
設
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
Ｃ
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
掘

立
柱
南
北
塀
に
よ
っ
て
区
画
が
設
け
ら
れ
る
が
、
区
画
施
設
の
み
で
内
部
に
朝

堂
等
の
建
物
は
存
在
し
な
い
。
奈
良
時
代
末
ま
で
の
広
範
な
時
代
に
渉
る
Ｄ
期

の
遺
構
は
当
調
査
区
の
南
半
部
に
集
中
し
、
先
ず
第

一
次
朝
堂
院
区
画
内
に
東

第

一
。
二
両
堂
が
造
営
さ
れ
第

一
次
朝
堂
院
地
区
が
完
成
す
る

（Ｄ．
期
）。
続
い

て
第

一
次
朝
堂
院
を
画
す
る
塀
の
改
修
と
共
に
東
第
二
堂
南
方
に
仮
設
建
物
が

建
て
ら
れ
、
そ
の
西
側
に
南
北
長
さ

一
七
〇
ｍ
以
上
の
杭
列
三
条
を
含
む
七
条

の
杭
列
が
設
け
ら
れ
る
。　
一
方
第

一
次
朝
堂
院
区
画
の
東
外
郭
に
は
官
行
が
設

け
ら
れ
る

（Ｄ２
期
）
。
そ
の
の
ち
第

一
次
朝
堂
院
を
画
す
る
施
設
が
掘
立
柱
塀
か

ら
築
地
塀
に
造
り
替
え
ら
れ
る
。
こ
の
頃
東
外
郭
官
衛
区
域
で
も
北
を
画
す
る

塀
が
造
ら
れ
、
官
衝
内
部
も
亦
改
造
さ
れ
る

（Ｄ３
期
）。
Ｄ
期
の
最
終
段
階

（Ｄ４

期
）
は
平
城
宮
廃
絶
に
近
い
頃
で
、
東
外
郭
官
衛
区
域
が
消
滅
し
大
き
な
土
羨

が
二
つ
掘
ら
れ
る
。
Ｅ
期
は
平
城
上
皇
の
時
期
に
当
た
り
、
第

一
次
朝
堂
院
を

画
す
る
築
地
塀
は
廃
絶
し
、
朝
堂
も
既
に
存
在
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
Ｆ

ｏ

Ｇ
両
期
は
第

一
次
朝
堂
院
廃
絶
後
平
安
時
代
末
に
至
り
整
地
に
よ
っ
て
埋
め
尽

さ
れ
る
ま
で
で
、
朝
堂
と
築
地
塀
と
の
間
の
空
閑
地
が

一
時
的
に
鍛
冶
≡
房
に

使
わ
れ
た
り
す
る
。

木
簡
は
Ｓ
Ｄ
三
七

一
五

。
Ｓ
Ｄ

一
〇
七
〇
五
Ａ
。
Ｓ
Ｄ

一
〇
七
〇
六

・
Ｓ
Ｄ

一
〇
三
二
五
Ｂ
の
四
条
の
溝
か
ら
総
計
七
五
七
点
が
出
上
し
た
。

Ｓ
Ｄ
三
七

一
五
は
、
第

一
次

。
第
二
次
両
朝
堂
院
間
を
流
れ
る
官
中
央
部
の

基
幹
排
水
路
Ｓ
Ｄ
三
七
六
五
を
Ｃ
期
に
整
地
で
埋
め
た
て
付
け
替
え
た
南
北
溝



1982年出上の木簡

で
、
二
回
の
改
修
が
行
な
わ
れ
た
痕
跡
が
あ
り
、
堆
積
層
は
上

。
中

・
下
の
三

層
に
分
か
れ
る
。
木
筒
四

一
七
点
は
全
て
が
下
層
溝
か
ら
出
土
し
た
。
西
肩
が

中
層
溝
で
切
ら
れ
当
初
幅
は
不
明
、
深
さ
約
○

。
六
ｍ
。
Ｓ
Ｄ

一
〇
七
〇
五
Ａ

は
Ｓ
Ｄ
三
七

一
五
よ
り
西
へ
分
枝
す
る
Ｄ２
期
の
東
西
溝
で
、
上
下
三
層
に
分
か

れ
る
。
下
層
で
木
簡

一
点
が
出
上
し
た
。
溝
の
幅
は
約
ニ
ー
三
ｍ
、
深
さ
は
約

○

。
五
ｍ
。
Ｓ
Ｄ

一
〇
七
〇
六
は
Ｓ
Ｄ

一
〇
七
〇
五
が
南

へ
曲
折
し
た
Ｄ２
期
に

属
す
る
南
北
溝
で
、
幅
約

一
。
二
ぞ
二

・
二

ｍ
、
深
さ
約
○

・
五
ぞ
〇

・
九

ｍ
。

木
簡
は
三
九
点
が
出
上
し
た
。
Ｓ
Ｄ

一
〇
三
二
五
Ｂ
は
Ｓ
Ｄ

一
〇
三
二
五
の
北

へ
の
延
長
部
に
当
た
り
、
Ｓ
Ｄ

一
〇
七
〇
六
を
西
へ
付
け
替
え
た
幅
約
二

。
四

ぞ
五
ｍ
、
深
さ
約
○

・
五
ｍ
の
南
北
溝
。
木
簡
三
〇
〇
点
が
出
上
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
Ｓ
Ｄ
三
七

一
五
と
そ
の
枝
溝
群
か
ら
は
当
調
査
区
出
土
軒
丸
瓦

の
大
半
と
多
量
の
上
器

・
蹄
脚
硯
等
が
出
上
し
て
お
り
、
中
で
も
Ｓ
Ｄ

一
〇
七

〇
五
Ａ
か
ら
は
墨
書
土
器
も
出
上
し
て
い
る
。

〓
一　
法
華
寺
西
南
部

（第

一
四
一
十

一
次
調
査
）

調
査
地
は
法
華
寺
旧
境
内
西
南
部
（左
京
二
条
二
坊
九
・
十
坪
坪
境
）
に
当
た
り
、

一
九
八
〇
年
度
に
法
華
寺
と
阿
秀
陀
浄
土
院
と
を
画
す
る
東
西
塀
及
び
そ
れ
に

伴
う
溝
を
検
出
し
た
第

一
二
三
十
四
次
調
査
区
の
東
隣
に
位
置
す
る
。

検
出
さ
れ
た
遺
構
は
、
変
形
し
な
が
ら
も
中
世
ま
で
存
続
し
た
と
み
ら
れ
る

園
池

・
土
羨

・
溝
等
で
あ
り
、
当
調
査
区
内
か
ら
は
溝
に
伴
う
東
西
塀
は
検
出

で
き
な
か
っ
た
。

木
簡
は
先
年
の
調
査
で
検
出
さ
れ
た
溝
の
東
延
長
部
か
ら

一
点
が
出
上
し
た
。

溝
か
ら
は
木
簡
の
外
に
多
量
の
上
器

。
木
製
品

。
瓦
が
出
上
し
た
が
、
出
土
軒

瓦
の
う
ち
四
割
を
平
城
官
軒
瓦
編
年
Ⅱ
期
の
も
の
が
占
め
て
い
る
。

四
　
平
城
京
東
市
東
堀
河

（第
一
四
一
―
壬
二
次
調
査
）

調
査
地
は
左
京
九
条
三
坊
十
坪
東
北
辺
に
当
た
り
、　
一
九
七
五
年
度
調
査
に

於
て
検
出
さ
れ
た
東
市
を
貫
流
す
る
東
堀
河
の
延
長
部
と
九
条
条
間
路
の
検
出

を
目
指
し
て
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。

検
出
さ
れ
た
主
な
遺
構
は
、
幅
約

一
一
ｍ
、
深
さ
約

一
。
三
ｍ
で
素
掘
り
の

東
堀
河
と
そ
れ
に
架
か
る
橋
及
び
そ
の
護
岸
施
設
、
九
条
条
間
路
と
そ
の
南
北

両
側
溝
で
あ
る
。

木
簡
は
東
堀
河
の
底
に
堆
積
し
た
土
層
か
ら
総
べ
て
五
点
出
土
し
た
。
流
れ

の
為
に
一
部
の
層
位
が
攪
乱
さ
れ
て
お
り
堆
積
状
況
か
ら
は
木
簡
の
年
代
を
限

定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
出
土
遺
物
の
年
代
観
及
び
東
堀
河
の
廃
絶
状

況
か
ら
出
土
遺
物
の
大
半
は
奈
良
時
代
末
頃
に
堆
積
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

東
堀
河
出
上
の
遺
物
に
は
、
八
世
紀
中
棄
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
上
師

器

。
須
恵
器
、
百
点
に
近
い
銭
貨

（和
同
開
秀
。
万
年
通
質
・
神
功
開
資

・
隆
平
永

費
等
）、　
人
形

。
斎
串

・
曲
物
等
の
木
製
品
、　
鉄
製
工
具

・
帯
金
具

・
銅
飾
金

具
等
の
金
属
製
品
、
瓦
埠
、
そ
し
て
橋
架

。
板
屋
の
建
築
部
材
等
が
あ
る
。
土

器
の
中
に
は
地
名

。
人
名

・
土
器
器
種
名
の
外
吉
祥
句
と
思
わ
れ
る

「福
」

・

「
千
万
」
等
の
墨
書
を
有
す
る
墨
書
土
器
も
三

一
点
含
ま
れ
て
い
る
。

五
　
左
京
三
条
三
坊
七
坪

（第
一
四
一
十
一一八
次
調
査
）

調
査
地
は
左
京
三
条
三
坊
七
坪
に
当
た
り
、
奈
良
時
代
の
遺
構
と
し
て
は
東



三
坊
坊
間
路
西
側
溝

（幅
四
ｍ
以
上
、
深
さ
約
一
・
五
じ
、
捨
の
西
三
ｍ
に
位
置

す
る
南
北
塀
等
が
検
出
さ
れ
た
。

木
筒
は
一
点
が
東
三
坊
坊
間
路
西
側
溝
か
ら
出
土
し
た
。
伴
出
し
た
遺
物
に

は
瓦

。
土
器

・
曲
物
等
が
あ
る
が
、
中
で
も
軒
丸
瓦
に
は
新
種

（六
〇
一
一一Ｈ
）

の
も
の
が
確
認
さ
れ
た
。

牧
沼
郷
は

『
和
名
抄
』
で
は
尾
張
国
中
鳴
郡
管
下
に
は
見
当
た
ら
ず
、
又
同

国
の
他
郡
の
管
轄
郷
に
も
該
当
す
る
郷
名
は
な
い
。
木
簡
に
よ
っ
て
初
め
て
知

ら
れ
た
新
出
郷
で
あ
る
。

エハ
　
左
京
三
条
二
坊
七
坪

（第
一
四
一
―
一二
五
次
調
査
）

調
査
区
は
左
京
三
条
二
坊
七
坪
に
当
た
る
。
当
坪
に
就
い
て
は
既
に
今
回
の

調
査
区
を
東

・
西
に
換
む
位
置
で
第

一
一
八
十
三
次
及
び
第

一
〇
三
十

一
次
の

二
回
に
渉
り
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
第

一
〇
三
―

一
次
調
査
区
内
で
は
三
条

条
間
路
を
換
ん
で
南
に
位
置
す
る
六
坪
に
あ
る
特
別
史
跡
官
跡
庭
園

へ
の
導
水

路
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

検
出
さ
れ
た
遺
構
は
掘
立
柱
建
物
＾
官
跡
庭
園

へ
の
導
水
路
、
塀
、
井
戸
、

土
羨
等
で
、
奈
良
時
代
の
遺
構
と
平
城
京
造
営
以
前
の
遺
構
と
に
大
別
さ
れ
る
。

奈
良
時
代
の
遺
構
に
関
し
て
は
遺
構
配
置
及
び
切
り
合
い
関
係
か
ら
少
く
と
も

四
時
期
の
変
遷
が
想
定
さ
れ
る
。

木
筒
は
奈
良
時
代
の
第

一
期
に
当
た
る
土
羨
埋
土
か
ら

一
点
が
平
城
官
Ｉ
期

の
上
師
器
と
共
に
出
上
し
た
。
な
お
、
宮
跡
庭
園
へ
の
導
水
路
は
奈
良
時
代
の

第
二
期
に
掘
削
さ
れ
る
が
、
そ
の
第
三
期
に
属
す
る
堆
積
土
か
ら
は

「
官
」
と

墨
書
の
あ
る
土
器
が
出
上
し
て
い
る
。

七
　
平
城
官
南
面
大
垣

（第

一
四
三
次
調
査
）

調
査
地
は
平
城
宮
南
面
大
垣
の
朱
雀
門
西
方
に
位
置
す
る
部
分
で
、
南
面
大

垣
に
就
い
て
は
こ
れ
ま
で
六
次
に
渉
る
発
掘
調
査
を
行
い
、
掘
込
地
業
を
行

っ

た
基
底
幅
九
尺
の
築
地
塀
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
本

調
査
は
南
面
大
垣
復
原
整
備
の
為
に
大
垣
に
関
す
る
詳
細
な
資
料
を
得
る
こ
と

を
も
目
的
と
し
て
い
る
。

検
出
遺
構
は
、
南
面
大
垣
の
一
部
、
大
垣
北
方
で
大
垣
構
築
の
為
の
堰
板
を

据
え
る
濤

。
添
柱
列

。
東
西
溝
、　
大
垣
南
方
で
は
二
条
大
路
北
側
溝

（平
城
宮

南
面
外
濠
）
。
朱
雀
大
路
西
側
溝
等
が
検
出
さ
れ
た
。

木
簡
は
朱
雀
大
路
西
側
濤
か
ら
人
形
と
共
に
二
点
出
上
し
た
。
朱
雀
大
路
西

側
溝
は
当
初
幅
二

・
五
ｍ
、
深
さ
○

・
四
ｍ
の
素
掘
り
溝
で
の
ち
に
東
岸
を
杭

と
細
枝
の
し
が
ら
み
で
護
岸
改
修
し
、
し
が
ら
み
と
岸
と
の
間
に
は
裏
込
め
と

し
て
大
量
の
瓦
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
溝
の
堆
積
は
四
層
に
分
か
れ
、
第

一
層

が
溝
を
埋
め
た
て
た
上
で
、
第
二
層
以
下
は
水
の
流
れ
に
よ
る
堆
積
上
で
あ
る
。

木
簡
が
出
土
し
た
の
は
水
流
に
よ
る
堆
積
土
中
か
ら
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

一　
内
裏
北
外
郭
東
北
部

南
北
薄
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇

①
　
・
×
□
符
御
事
請
『膊
盾
本

一
升
給
」
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（
μヽ
∞
）
×
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×
　ヽ　Ｏ
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×
□
　
今
月
十
四
日
　
　
　
　
　
」

〔寮
己

名
典
薬
寮
□
×

『□
時
□
□
』
×

名
□
□
□
□
×

「
仲
御
薗
　
進
×

・
ヨ
ロ
ロ
ロ
ロ
次
□
□
□
□
□
』
　
　
　
」

。
「
　
　
　
歳
後
天
恩
母
倉
□
□
□
□
　
」

〔入
ヵ
〕

名
＜
参
河
國
播
豆
郡
大
御
米
五
斗
＜
」

。
　

「□
□
錮
□
永
回
　
□
□
□
』
（側
面
）

７

）
〕

・
×
米
五
斗
＜
　
」

。

□

□

□

衛

Ｕ

＜
参
河
國
播
豆
郡
篠
嶋
□
ロ
マ
少
人
調
□
×

名
駿
河
國
志
太
郡
正
丁
作
物
布
乃
理
一
籠
×

。
「
　
　
　
　
　
天
平
勝
賓
六
年
十
月

　

　

　

（昼
∀
μ夕
∞

。
×
濃
國
山
縣
郡
出
磯
郷
日
井
里
神
人
廣
日
米
〔□三
北
　
」

。
ｘ
守
部
三
麻
呂
米
三
斗
右
六
斗
天
平
三
年
十
月
十
日
」

（
］
伽］
）
Ｘ
や
Φ
Ｘ
”

＜
□
□
國
安
曇
郡
□
□
年
魚
二
斗
七
升
」
　

（硬
ｙ
や軍
ヽ

「
若
狭
国
遠
敷
郡
難
劾
螂
燃
膨
里
御
調
塩
三
斗
」

解『受
∞マ
伽

〔籠
と

「＜
丹
後
画
熊
野
郡
田
村
郷
中
男
作
物
海
藻

一
□
×
（中〕点）×
］〇×
『

名
＜
因
幡
國
法
美
郡
廣
淵
郷
中
男
作
物
海
藻
六
斤

名
＜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
亀
三
年
六
月
十
七
日

（〕中〕
）
Ｘ
ＰΦ
×
ヽ

「
＜
隠
伎
國
海
部
郡
離
鮮
潮
脚
下
マ
止
く
利
養
老
七
年
＜
」

μ
釦
ω
×
∞
］
×
Ｎ

「＜
隠
伎
國
海
郡
佐
吉
郷

阿
曇
マ
ロ
国
多
□
布
六
斤
＜
」
　
　

　

　

μヽ
ア
］マ
伽

〔軍
と

「＜
隠
伎
國
海
部
郡
維
離
靱
継
糾
理
抑
期

〔
平二
�
力年呂
獅
＜
」牌ふ∞

×
］伽
Ｘ
枷

「
＜
隠
伎
國
智
夫
郡
械
誹
馴
格
却
瑯
＜
　
　
　
　
（Ｐヽ
ＮＹ
〕貿
∞

＜
□
伎
國
智
夫
郡
由
良
郷
壬
生
部
×
　
　
　
（∞μｙ
ｅ
Ｘ
∞

。
＜
備
前
國
上
道
郡
播
多
郷
秦
老
人
庸
米
三
斗
」

。
＜
　
　
　
秦
忍
山
米
二
斗
弄
五
斗
　
　
　
」
０
］滓ｙ
Ｐ聟
ヽ

名
＜
須
恵
郷
調
塩
三
斗
」

名
＜
葛
木
マ
小
墨
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
μ∞毎
∞更
伽

（岸〇ヽ
）
Ｘ
（］Φ
）
Ｘ
ф

（Φ∞
）
×
］『
Ｘ
伽
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Ｘ
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×
∞
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∞
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∞

〇
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１
．
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∞
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Ｘ
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枷
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ヽ
　
　
Φ
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μ
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名
＜
紀
伊
國
伊
都
郡
指
理
郷
白
米
五
斗
」

名
＜
　
　
　
　
　
天
平
六
年
三
月
　
　
」

「＜
伊
豫
國
越
智
郡
旦
倉
郷
同
里
×

「＜
佐
古
嶋
山
鹿
マ
酒
人
伊
支
須
　
　
」

90   921
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側

　

。
「
＜

一戸
主

苅

田

マ
余

白

米
〔
離
騨

叱

」

「＜
坂
田
郡
上
作
贄
三
斗
員
六
十
三
隻
」

名
＜
苅
田
首
足
國
五
升

苅
田
首
廣
田
二
斗
五
升
　
　
」
　
　
　
　
囀伽賀
］貿
⇔

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
一
〇
五
五
〇

ω
　
。
「
大
厨
司
□

名
命
垂
給
雑
魚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（健
∀
］聟
ヽ

働
　
。
「
口
日
――
日
□
　
同
一中
二
斗
八
升
八
合
□
二
斗
六
升
九
合
　
」

。
「
右
大
毎挿
職
皇
太
官
以
下
［幽
□
口
　
馳
□
田
□□〔酬
酔
〕
」

〔物
守

力
〕

］ヽ
ω
Ｘ
（
牌Φ）
Ｘ
∞

⑪
　

「＜
志
摩
國
英
虞
郡
名
〔酔
陀
綻
□
里

ｍ
Ⅶ
］
×

①

　

　

り

く、
膊
爆
怪
哨
廟

綿
□郡
〔
脚

海宅 ヵ
搬
剤
屈

里

下
釜
酢
呼

留

／
くЁ

　

ド溌

×
誤

ｘ
∞

ｏ
営

μ
∞
Φ
×

］
〇
×

ヽ

（
μ
ヽ
∞
）
×

］
”
×

⇔

（中∞Φ
）
Ｘ
∞Ｏ
Ｘ
ミ

μ∞ヽ
×
（中中
）
Ｘ
∞

〕
∞
枷
Ｘ

μ
Φ
×

枷
　
　
〇
∞
中

〇
∞
】

Ｏ
μ
Φ

「
＜
隠
伎
國
苅
郷
郵
跡
縦
悧
付
調
紫
菜
二
斤
＜
」
　

卜］マ
］支
∞

名
＜
備
前
國
邑
久
郡
方
上
郷
寒
川
里
＜
」

名
＜
白
猪

マ
色
不
知
□
二
尻
　
　
　
＜
」
　

　

ＰΦ聟
中聟
∞

「
＜
伊
豫
國
伊
豫
郡
川
村
郷
海

マ
里
白
髪
□
×
（
μ
ヽ
∞
）
×

μ
『
×

∞

甲
〇
『
Ｘ

牌
∞
×

∞

「＜
上
マ
商
伊
加
六
斤
」

「＜
類
肝
二
具
」

「
＜
玄
参

一
斤
×

×
天
平
元
年
十
月
＜
」

⇔
硼
×

中
Ｐ
×

枷
　
　
〇
∞
］

（⇔
］）
×
μΦ
×
伽

（Φ卜
）
×
］Φ
Ｘ
『

こ
の
地
区
か
ら
出
上
し
た
木
簡
の
特
徴
は
荷
札
が
多
く
、
削
屑
が
少
な
い
こ

と
で
あ
る
。
二
つ
の
溝
か
ら
合
計
四
五
点
に
の
ば
る
荷
札
が
出
土
し
て
い
る
。

内
訳
は
調
が

一
五
点

。
米
が
九
点

。
中
男
作
物
四
点

・
庸
が
三
点

。
贄

。
正
丁

作
物

。
小
麦
各

一
点
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
荷
札
の
中
で
は
隠
伎
国
の
も
の
が

一
五
点
と
集
中
し
て
い
る

（⑭
を
ω

・
の
ユ
⑩
）。　
隠
伎
国
の
荷
札
の
特
徴
と
し

て
ぐａナ
小
型
で
あ
る
、
０
片
面
に
し
か
記
入
さ
れ
ず
、
二
行
か
ま
た
は
一
部
割
書

き
さ
れ
る
、
ぐｃ，
杉
材
の
も
の
が
多
い
、

と
い
っ
た
点
が
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ

て
い
る

（東
野
治
之

「木
簡
に
み
ら
れ
る
地
域
性
」
『講
座
考
古
地
理
学
』
ω
所
収
）。

今
回
出
上
の
木
簡
に
つ
い
て
も
、
全
長

一
五
伽
前
後
と
小
型
で
両
端
に
切
込
み

を
入
れ
て
い
る
こ
と
、
片
面
に
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
共
通
点
が
多
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く
、
ほ
ば
従
来
と
同
じ
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。
貢
進
荷
札
で
は
他
に
⑦
と
∞
が

注
意
を
ひ
く
。
と
い
う
の
は
、
∞
の
佐
古
嶋
と
い
う
地
名
が
参
河
国
播
豆
郡
析

嶋
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
参
河
の
篠
鳴

・
析
鳴
は
周
知
の
と
お

り
贄
の
貢
進
で
有
名
な
土
地
で
あ
り
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
両
地
か
ら
の
荷
札

は
全
て
海
部
集
団
の
貢
進
す
る
贄
に
限
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
０
の
木
簡
は

篠
嶋
か
ら
個
人
負
担
の
調
が
出
さ
れ
て
い
る
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
ま

た
働
が
析
鳴
で
あ
る
な
ら
ば
こ
こ
か
ら
も
初
め
て
個
人
名
で
伊
支
須
を
負
担
し

た
、
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
新
し
い
知
見
と
し
て

「
正
丁
作
物
」
と
い
う
税
目
の
表
記
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
（Ｇ
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
名
称
が
中
男
作
物
と
類
似
し
て
い
る

こ
と
と
貢
進
主
体
と
し
て
郡
ま
で
し
か
記
さ
ず
個
人
名
が
出
て
こ
な
い
こ
と
な

ど
か
ら
、
中
男
作
物
と
同
様
の
徴
収
方
法
に
よ
る
税
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ

る
。
『
続
日
本
紀
』

養
老
元
年
十

一
月
戊
午
条
に
よ
れ
ば
、
調
副
物
と
中
男
の

正
調
を
廃
し
て
中
男
作
物
制
が
は
じ
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
中
男
が
足
り
な

い
場
合
は
正
丁
の
雑
得
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
正
丁
作
物
と
は
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

０
と
⑥
は
年
輸
幅
測
定
の
結
果
、
直
接
つ
な
が
ら
な
い
が
、
同
材
か
ら
取
材

さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
と
も
に
表
が
削
り
、
一異
が
割

っ
た
ま
ま
で
あ
り
、

表
の
左
側
が
心
材
の
方
向
、
右
側
面
に
墨
痕
が
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
考
え

る
と
、
木
簡
製
作
の
一
方
法
が
推
定
で
き
る
。
つ
ま
り
元
来
は
厚
い
木
簡
で
あ

っ
た
も
の
を
維
に
割
り
、
も
と
も
と
側
面
で
あ

っ
た
面
を
表
と
し
て
、
⑥

・
⑥

を
作

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

荷
札
以
外
で
は
薬
に
関
係
す
る
木
簡
が
何
点
か
出
土
し
て
い
る
こ
と
も
注
目

さ
れ
る
。
今
回
の
調
査
で
は
①

。
い
と
い
っ
た
文
書
木
簡

（②
は
あ
る
い
は
習
書

か
）
・
①

ｏ
働
の
薬
品
付
札

・
及
び

「内
薬
」
「
烏
一骨
」
と
い
っ
た
墨
書
土
器
が

そ
れ
で
あ
る
。　
こ
れ
に
更
に
調
査
区
の
北
に
接
す
る
第

一
二
九
次
調
査

（本
誌

第
四
号
参
照
）
で
の
薬
品
関
係
木
簡
を
加
え
る
と
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
数
に
な
り
、

こ
の
近
辺
に
何
ら
か
の
薬
に
関
す
る
官
司
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定

で
き
る
。
中
務
省
内
薬
司

。
宮
内
省
典
薬
寮

。
皇
后
宮
職
施
薬
院
な
ど
が
考
え

ら
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
い
ず
れ
と
も
決
め
が
た
く
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

一
一　
推
定
第

一
次
朝
堂
院
地
区

南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
七
一
五

①

　

民
部
省
移
□

×
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×
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。
「
日
〓

升
充
御
山
所
御
絶
慨
槌
咽
琳
韓
三
日
れ
刺
田
足
万
呂
隊
剛
田
団
酢
□
□
ｘ

〔付

己

名
残〔酔
支
十
九
升〔即
記四
月
十
日
勘
文
人
上
　
　
　
（ゃ黒
）
ｘ
窓
ｘ
ヽ

自
Φ

南
北
溝
Ｓ
Ｄ

一
〇
七
〇
六

①
　
。　
　
　
□
□

×
山
　
一八
橋
造
不
状

×
□
□
　
少
疏
倉
人

×□〔臣
酔
酌
靴
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×
回

×
冥
単
星
Ｍ

×
日
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写
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雪
Ⅱ
灘
日
γ
＋

×
Ｔ
〒
Υ
委
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〓
＋
Ｋ

×
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□
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□
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南
北
溝
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Ｄ
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ω
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造
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×
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□
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大
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正
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雑
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銭
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名
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一
貫
五
百
六
十
文
剛
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正
月
十
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ω
φ
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×
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Ｏ
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×
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足
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×
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・
×
　
　
　
十
二
月
十
四
日
中
臣
大
庭

⑩

　

・
×
［
櫻
敷
四

具

一三
祟
籍
息
料三
〔細
料ヵ
中

．
×
□
月
十
日
葛
野
足
山

　

」
　
　
　
　
　
　
（盛
∀
∞望
μ
ｏ‘

Ｓ
Ｄ
一
〇
七
〇
六

ω
は
横
材
の
木
簡
で
、
表
裏
で
天
地
を
逆
に
し
て
墨
書
し

て
い
る
。
原
形
を
と
ど
め
る
の
は
下
端
の
み
で
、
上
端

。
右
辺
は
二
次
的
に
削

ら
れ
て
い
る
。
表
に
少
疏
と
あ
る
の
は
台
を
冠
す
る
官
司
の
四
等
官
に
当
た
り
、

紫
微
中
台

。
弾
正
台
が
考
え
ら
れ
る
。
文
中
に

「
京
橋
造
不
状
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
少
疏
倉
人
が
属
す
る
と
思
わ
れ
る
官
司
は
京
内
の
橋
の
造
営
に
何
ら
か

×
□
□
　
　
　
□
□
×

×
□
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』
中
衛
□
□
×

×
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志
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□
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□
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衛
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門
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×
］
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1982年出上の木簡

の
関
わ
り
を
も
ち
う
る
官
司
と
考
え
ら
れ
る
。
『
延
喜
式
』
巻
四

一
弾
正
台
に
依

る
と
、
弾
正
台
が
京
中
の
非
違
を
巡
察
す
る
際
に
京
内
の
道
路

・
橋
等
の
破
損

や
械
の
状
況
を
検
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
少
疏
と

は
弾
正
台
の
少
疏
で
あ
り
、
『
延
喜
式
』

の
規
定
が
平
城
京
に
も
槻
る
こ
と
を

推
測
さ
せ
る
。
裏
面
は
弾
正
台
等
の
宣
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
こ
と
を
十
二
日

・
十
九
日
と
い
う
様
に
日
に
掛
け
て
記
録
し
た
文
書
。
木
簡
を
作

っ
た
官
司
が

弾
正
台
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
横
材
の
木
簡
で
表
裏
天
地
を
逆

に
用
い
て
い
る
も
の
は
一
般
に
同

一
官
司
Ｆ
異
返
し
て
書
い
た
と
思
わ
れ
る
例

が
あ
る
の
で
、
木
簡
も
表
一異
が
関
連
を
も
ち
弾
正
台
以
外
の
官
司
で
作
ら
れ
た

も
の
と
す
れ
ば
、
京
内
に
架
か
る
橋
の
造
営
に
関
係
を
も
つ
造
営
官
司
が
想
定

さ
れ
る
。
因
み
に
養
老
営
繕
令
に
依
れ
ば
、
京
内
の
橋
の
う
ち

「
大
橋
」
に
就

い
て
は
木
工
寮
が
修
理
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
一
〇
二
二
五
Ｂ
　
第
九
七

。
一
〇
二

。
一
一
一
次
調
査
に
於
い
て
Ｓ
Ｄ
三

七

一
五
上
流
を
、
又
第

一
三
六
次
調
査
で
同
溝
下
流
を
各
々
検
出
し
た
折
、
神

亀
三
ｉ
天
平
五
年
頃
の
宮
内
造
営
事
業
に
関
わ
る
木
筒
が
出
上
し
た
。
今
回
Ｓ

Ｄ

一
〇
三
二
五
Ｂ
出
土
の
木
簡
に
も
①
②
等
の
造
営
関
係
の
木
筒
が
見
ら
れ
る
。

但
し
、
Ｓ
Ｄ

一
〇
三
二
五
Ｂ
が
第

一
次
大
極
殿
地
区
の
第
Ｉ
期

（『平
城
宮
発
掘

調
査
報
告
雅
』本
文
編
、
一
九
八
二
年
）
に
相
当
す
る
Ｄ
期
に
属
す
る
こ
と
か
ら
、
今

回
出
上
の
造
営
関
係
木
簡
は
Ｓ
Ｄ
三
七

一
五
上
下
流
出
上
の
造
営
関
係
木
筒
の

時
期
と
は
異
な
る
時
期
の
造
営
に
関
る
と
思
わ
れ
る
。
或
い
は
Ｓ
Ｄ

一
〇
三
二

五
Ｂ
が
属
す
る
Ｄ３
期
に
行
わ
れ
た
第

一
次
朝
堂
院
地
区
東
外
郭
官
衛
地
域
の
改

造
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
①
の
「
造
曹
司
所
」
が
そ
の
際
の
現
場
を
担
当

し
た
臨
時
的
な
「
所
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
管
轄
す
る
上
級
官
司
を
②
の
霊
迎
宮
省
」

と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
③
ｉ
①
は
衛
府
関
係
の
木
衛
。
第
四

一
次
調
査

に
於
い
て
、
Ｓ
Ｄ
三
七

一
五
上
流
で
上
下
三
層
の
堆
積
の
う
ち
上
層
溝
か
ら
中

衛
府

。
兵
衛
府
等
衛
府
関
係
の
木
簡
が
多
数
出
上
し
、
第

一
次
大
極
殿
地
区
の

警
固
担
当
官
司
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
３
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
�
』

本
文
編
、
一
九
八
二
年
）。
或
い
は
今
回
出
上
の
衛
府
関
係
木
簡
も
第

一
次
朝
堂
院

地
区
の
警
固
を
行
う
衛
府
に
就
い
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｑ
は

「
西
大
官
」

で
の
正
月
の
仏
供
養
に
用
い
る
油
五
升
等
の
雑
物
を
購
入
す
る
為
の
銭
に
付
け

た
付
札
。

「
西
大
官
」

と
の
関
連
を
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
第

一
三
次

調
査
で
推
定
第
二
次
内
裏
外
郭
内
の
東
北
隅
に
あ
る
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
よ
り
出
上
し

た
西
官
兵
衛
に
関
す
る
一
連
の
木
衛
か
ら
、
内
一異
地
域

（旧
来
第
二
次
内
裏
と
通

称
さ
れ
て
い
た
地
域
）
が
天
平
末
年
頃

「
西
官
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
猶
、
第
Ｉ
期
の
推
定
第

一
次
大
極
殿
地
域
が

「
西
官
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
と
す
る
説

３
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
�
』
本
文
編
、　
一
九
八
二
年
）
も
あ
り
、

Ｓ
Ｄ

一
〇
三
二
五
Ｂ
の
年
代
観
と
も
関

っ
て
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

〓
一　
法
華
寺
西
南
部

。「□
無
酔
乾

名
条
女
□
Ⅸ

四
　
平
城
京
東
堀
河

（Φ］
）
〉〈や∞
×
　ヽ　〇
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ロ

マ
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五
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目
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×
Ｎ
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七
　
平
城
宮
南
面
大
垣

名
阿
波
醜
酔
酔
祀
川
鳴
郷

名
少
椿
里
忌

マ
足
鳴
庸
米
六
斗
　
　
　
　
　
　
芦『認
中露
］
露

郡
名
を
記
し
た
個
所
は
墨
痕
が
薄
く
な
っ
て
お
り
、
又
は
ば
左
半
分
が
欠
損

し
て
い
る
為
に
判
読
は
困
難
で
あ
る
。
和
名
抄
に
よ
れ
ば
阿
波
国
に
は
川
鳴
郷

は
板
野
郡
と
床
殖
郡
と
に
各
々
あ
る
が
、
正
倉
院
宝
物
中
の
調
絶
に
施
さ
れ
た

墨
書
銘
に

「
阿
波
国
床
殖
郡
川
嶋
郷
少
椿
里
戸
主
忌
部
為
麿
戸
調
責
絶
宣
匹

天
平
四
年
十
月
」
と
あ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
筒
の
川
嶋
郷
は
床
殖
郡

管
下
の
川
鳴
郷
で
あ
り
、
郡
名
を
床
殖
郡
と
推
定
し
得
る
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『
昭
和
５７
年
度
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
発
掘
調
査

概
報
』
盆

九
杢
二
年
）

同

『平
城
京
東
堀
河
―
左
京
九
条
三
坊
の
発
掘
調
査
―
』
盆

九
八
三
年
）

同

『
平
城
官
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
９
』
盆

九
八
二
年
）

同

『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
筒
概
報
肉
』
全

九
八
三
年
）

岡
田
英
男

「
昭
和
５７
年
度
平
城
宮
跡
の
発
掘
調
査
」
Ｇ
奈
良
県
観
光
』
三
一
九

号
　
一
九
八
三
年
）

杉
山
　
洋

「
平
城
宮
跡
内
裏
東
北
部
お
よ
び
第

一
次
朝
堂
院
南
方
の
調
査
」

（同
右
　
一
九
八
三
年
）

佐
諜
　
信

「
昭
和
５７
年
度
出
上
の
平
城
官
木
筒
」
（同
右
　
一
九
八
三
年
）

（一ｔ七　　謗赫銃一Ｍ）
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1982年出上の木簡

第 1図 平域宮木簡出土地点略図

囲 既発掘地

園霊ヨ1982年度発掘地

0 木簡出土地
▼  1賜年度木簡出土地

第 2図 平城京木簡出土地点略図
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▼ 1982年度本簡出土地




